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～商工会は行きます、聞きます、提案します～

商工会お知らせ版

荒川商工会第６4回通常総会が開催されました

❀❀ 永年勤続優良従業員表彰式 受賞者（敬称略）❀❀

○新潟県商工会連合会長表彰

☆事業所名 ㈱サンプラス下越 勤続２０年以上 石栗 久光、鈴木 喜美子

〃 柄澤 順一、岸 良則

〃 小池 悦子、川﨑 悦夫

新潟巧測㈱ 勤続２０年以上 近正 陽子、 齋藤 優子

〇荒川商工会長表彰

☆事業所名 ㈱あおぞら 勤続１０年以上 板垣 ひかる、藤原 涼子

事業所並びに受賞者の皆様に心からお祝い申し上げますとともに、今後益々ご活躍されますよう祈念申し

上げます。

◇商工会費納入のお知らせ◇
日頃、商工会運営に際しては、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。会費の納入につきましては、

年２回お願いしておりますので、期日までに納入くださるようお願い致します。

なお、口座振替の方は、７月１日に引落しさせていただきますのでご了承願います。納入通知は、

後日発送致します。

去る５月２２日（水）午後３時より「荒川地区公民館」に於いて「令和６年度第６４回通常総会」を

開催し、令和５年度事業報告及び収支決算並びに、荒川商工会合併推進協議会の設置、基本事項の決定、

及び令和６年度事業計画、収支予算等の審議を行い、全議案が満場一致にて承認されました。総会では、

実出席者数 51名、委任状 158名、合計209名のご出席を頂きました。ご協力誠にありがとうございまし

た。

引き続き永年勤続優良従業員表彰式には、村上市長、県議会議員、市議会副議長、地元選出議員、及

び金融機関関係者等ご来賓をお招きして盛大に挙行されました。

☆健康診断のお知らせ☆
日 程：６月２６日（水）８時半～１５時 ７月 ４日（木）８時半～１２時

６月２７日（木）８時半～１５時

会 場：荒川地区公民館 ※公民館正面駐車場が満車の場合、公民館裏の駐車場をご利用ください

☆6月の行事予定表☆

4日 女性部日帰り研修

6日 第7回合併検討協議会

17日 サービス部 視察研修

18日 合併基本協定書調印式

20日 第２回理事会

「IT導入補助金」を活用してDXに取り組みませんか？
業務効率化DX、サイバーセキュリティ対策のためのITツールの導入を支援する「IT導入補助金」

が受付中です。
＜通常枠＞ ・生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス）の導入費用
＜インボイス枠 インボイス対応類型＞
・インボイス制度への対応に特化した支援枠で、会計受発注、決済ソフトに加え、PC、タブ

レット、レジ、券売機等のハードウェア導入費用も支援
＜セキュリティ対策推進枠＞
・「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されている

セキュリティサービスの利用料を支援

補助額は最大４５０万円。補助率は１/２～４/５。それぞれの枠によって
補助額と補助率が設定されていますので、詳細は事務局ポータルサイトを
ご確認ください。

◇給与支払い事業者注目！「定額減税」について◇

税制改正の内容が閣議決定され、令和６年分所得税住民税について「定額減税」が実施されるこ

ととなりました。デフレ脱却のための経済対策として一時的に実施されるもので、納税者本人及び

その配偶者を含めた扶養親族１人につき、令和６年分の所得税から３万円、個人住民税所得割から

１万円が減税されるものです。給与所得者に対する定額減税は、事業者が給与等を支払う際に源泉

徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。６月１日以後最初に支払う給与等につき処

理をおこなうことになりますので、準備を頂きますようお願いします。

月次減税事務の手順

①控除対象者の確認 ⇒ ②各人別控除実績簿の作成（実績簿は国税庁HPよりダウンロードでき

ます） ⇒ ③月次減税額の計算 ⇒ ④給与等支払時の控除 ⇒ ⑤控除後の事務（支払明細書

への控除額の表示等）

制度の詳細や実務については、国税庁【定額減税特設サイト】に掲載しており、

説明動画も公表されていますのでご確認ください。また、令和６年７月末まで

給与支払者向け所得税定額減税コールセンターが開設されています。

コールセンター番号：０５７０－０２－４５６２

※６月１日現在、給与支払者のもとで勤務している人が対象となりますので中途採用の方などは定

額減税の対象とはならず年調減税（年末調整）事務で対応します。荒川商工会では１１月頃に年調

減税事務の講習会を開催する予定です。（日時等については、お知らせ版でご案内いたしますので

ご承知おき下さい。）

個人事業主の方は【所得税：予定納税または確定申告で減税】、【住民税：普通徴収1回目から順

次減税】となります。

定額減税ポータルサイト


